
 

 

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令（昭和51年７月24日農林省令第35号）(抄) 

 
第１条 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（以下「法」という。）第３ 

条第１項に規定する飼料の成分規格並びに製造等の方法及び表示の基準については、

別表第一に定めるところによる。 

第２条 法第３条第１項に規定する飼料添加物の成分規格並びに製造等の方法及び表示

の基準については、別表第２に定めるところによる。 

 

別表第１ （第１条関係） 

１ 飼料一般の成分規格並びに製造、使用及び保存の方法及び表示の基準 

（１） 飼料一般の分規格 

ア～サ （略） 

シ 組換えＤＮＡ技術（組換えＤＮＡ（酵素等を用いて行うＤＮＡの切断及び

再 結合の操作により作製されるＤＮＡをいう。以下同じ。）を生細胞に移入

し、これを増殖させる技術をいい、次に掲げるものを除く。以下同じ。）に

よつて得られた生物を含む飼料を製造する場合は、当該飼料は、その安全性

につき、農林水産大臣の定めるところにより、農林水産大臣の確認を受けた

ものでなけ ればならない。ただし、当該飼料が安全性の確保に支障がないも

のとして農林水産大臣が定める基準に適合する場合は、この限りでない。 

(ｱ) 生細胞に移入された組換えＤＮＡが当該生細胞と同一の分類学上の種に

属する微生物のＤＮＡのみからなるようにする技術 

(ｲ) 組換えＤＮＡが移入された生細胞の遺伝子の構成が自然界に存在する微

生物の遺伝子の構成と同等となるようにする技術 

ス 組換えＤＮＡ技術によつて得られた生物を利用して飼料を製造する場合

は、当該飼料は、その安全性につき、農林水産大臣の定めるところにより、

農林水産大臣の確認を受けたものでなければならない。 

（２） 飼料一般の製造の方法の基準 

ア～ケ （略） 

コ 組換えＤＮＡ技術によつて得られた微生物を利用して飼料を製造する場合

は、農林水産大臣が定める基準に適合する旨の農林水産大臣の確認を得た方

法で製造しなければならない。 

 

別表第２ （第２条関係） 

１ （略） 

２ 飼料添加物一般の成分規格 

組換えＤＮＡ技術により得られた生物を利用して飼料添加物を製造する場合は、

当該飼料添加物は、その安全性につき、農林水産大臣の定めるところにより、農林

水産大臣の確認を受けたものでなければならない。ただし、当該飼料添加物が安全

性の確保に支障がないものとして農林水産大臣が定める基準に適合する場合は、こ

の限りでない。 

３ 飼料添加物一般の製造の方法の基準 

（１）～（７） （略） 

（８）組換えDNA技術により得られた微生物を利用して飼料添加物を製造する場合

は、農林水産大臣が定める基準に適合する旨の農林水産大臣の確認を得た方法

で製造しなければならない。 



 

 

 


